
平成２８年度 文教委員会資料① 

【議案第９２号】

 川崎市スポーツ・文化総合センター条例の一部を改正する条例の制定について 

資料１  川崎市スポーツ・文化総合センター条例の一部を改正する条例 

新旧対照表 

資料２  川崎市スポーツ・文化総合センター条例の一部改正（案）に関する 

パブリックコメントの実施結果について 

  参考資料 川崎市スポーツ・文化総合センター条例の一部改正（案） 

       …トレーニング室利用方法に関する意見募集について… 

市 民 文 化 局 

（平成２８年５月２５日）



1  

川崎市スポーツ・文化総合センター条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 改正後 改正前 

○川崎市スポーツ・文化総合センター条例 ○川崎市スポーツ・文化総合センター条例 

平成26年３月27日条例第６号 平成26年３月27日条例第６号

別表（第10条関係） 別表（第10条関係） 

１ 体育館利用料 １ 体育館利用料 

(１)～(３)省略 (１)～(３)省略 

(４) 個人利用料 (４) 個人利用料 

種別 

金額   

種別 

金額  

 午前 午後１ 午後２ 夜間   午前 午後１ 午後２ 夜間  

９時～12

時 

０時 10 分

～ 

３時 20 分

～ 

６時 30 分

～ 
９時～12

時 

０時 10 分

～ 

３時 20 分

～ 

６時 30 分

～ 

 ３時10分 ６時20分 ９時30分 ３時10分 ６時20分 ９時30分

大体育室

練習場 

武道室１

武道室２

研修室１

研修室２

６歳以上18歳

未満の者（小学

校（義務教育学

校の前期課程

及び特別支援

学校の小学部

を含む。以下同

じ。）入学前の

者を除き、18歳

以上の高校生

（高等学校（中

等教育学校の

後期課程及び

特別支援学校

の高等部を含

む。）に在学す

150円 150円 150円 150円

大体育室

練習場 

武道室１

武道室２

研修室１

研修室２

６歳以上18歳

未満の者（小学

校（特別支援学

校の小学部を

含む。以下同

じ。）入学前の

者を除き、18歳

以上の高校生

（高等学校（中

等教育学校の

後期課程及び

特別支援学校

の高等部を含

む。）に在学す

る者をいう。以

下同じ。）を含

150円 150円 150円 150円

資料１
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 改正後 改正前 

る者をいう。以

下同じ。）を含

む。） 

む。） 

18歳以上の者

（高校生を除

く。） 

300円 300円 300円 300円

18歳以上の者

（高校生を除

く。） 

300円 300円 300円 300円

弓道場 

12歳以上18歳

未満の者（小学

生（小学校に在

学する者をい

う。以下同じ。）

を除き、18歳以

上の高校生を

含む。） 

１人１回３時間まで 150円

トレーニ

ング室 

12歳以上18歳

未満の者（小学

生（小学校に在

学する者をい

う。以下同じ。）

を除き、18歳以

上の高校生を

含む。） 

150円 150円 150円 150円

18歳以上の者

（高校生を除

く。） 

１人１回３時間まで 300円

種別 基本料金 超過料金 

18歳以上の者

（高校生を除

く。） 

300円 300円 300円 300円

トレーニ

ング室 

12歳以上18歳

未満の者（小学

生を除き、18歳

以上の高校生

を含む。） 

１人１回３時間まで 

150円

超過時間30分までご

とに 

25円
弓道場 

12歳以上18歳

未満の者（小学

生を除き、18歳

以上の高校生

を含む。） 

１回３時間まで 150円

18歳以上の者

（高校生を除

く。） 

１人１回３時間まで 

300円

超過時間30分までご

とに 

50円

18歳以上の者

（高校生を除

く。） 

１回３時間まで 300円



1 

スポーツ・文化総合センター条例の一部改正（案） 

に関するパブリックコメントの実施結果について

１ 概 要 

 スポーツ・文化総合センターにおける、トレーニング室の利用者サービスの向上を図

るための、条例の一部改正（案）について、市民の皆様から御意見を募集しました。 

その結果、５通(意見総数６件)の御意見をいただき、その内容とそれに対する本市の

考え方を次のとおり公表します。 

２ 意見募集の概要 

題     名 スポーツ・文化総合センター条例の一部改正（案）について 

意見の募集期間 平成２８年２月２２日(月)～平成２８年３月２５日(金) 

意見の提出方法 電子メール、ファックス、郵送、持参 

意見募集の周知方法 

・市政だより 

・市ホームページ 

・各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、かわさき情報プ

ラザ、市民・こども局市民生活部企画課にて資料の閲覧 

結果の公表方法 

・市ホームページ 

・各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、かわさき情報プ

ラザ、市民文化局市民生活部企画課にて資料の閲覧 

３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数）  ５通（ ６件） 

電子メール  ３通（ ３件） 

ファックス  ０通（ ０件） 

郵  送  ０通（ ０件） 

持  参  ２通（ ３件） 

資料２
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４ 御意見の内容と対応 

パブリックコメントでいただいた御意見については、改正 (案)の趣旨に沿った御意見

や、今後の事業推進に向けて参考とする御意見のため、内容について修正を要するもの

ではないことから、（案）のとおり、スポーツ・文化総合センター条例の一部改正の手続

きを進めてまいります。 

【御意見に対する本市の考え方の区分について】 

 Ａ 御意見の趣旨を踏まえ、改正（案）に反映させるもの 

 Ｂ 御意見の趣旨が改正（案）に沿ったものであり、これを踏まえ取組を推進するもの 

 Ｃ 今後の取組を進めていく上で参考とするもの 

 Ｄ その他の御意見等 

項 目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 合計 

(１)トレーニング室の利用方法に関

すること 
０ ５ ０ ０ ５ 

(２)その他 ０ ０ ０ １ １ 

合  計 ０ ５ ０ １ ６ 
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御意見の内容と本市の考え方

(１)トレーニング室の利用方法に関すること  

№ 意見内容（要旨） 御意見に対する本市の考え方 対応区分 

１ 時間を気にせず利用できるので、３時

間制の導入に賛成です。 

トレーニング室の利用方法につ

いては、いただいた御意見のとおり

時間制を導入し、より利用しやすい

施設となるよう取り組んでまいり

ます。 

Ｂ 

２ 時間制の導入に賛成です。入れ替え制

よりも使いやすくなると思います。 

トレーニング室の利用方法につ

いては、いただいた御意見のとおり

時間制を導入し、より利用しやすい

施設となるよう取り組んでまいり

ます。 

Ｂ 

３ とどろきアリーナ等のトレーニング

室の利用方法の改正と同様に実態に即

した改正だと考えます。 

トレーニング室の利用方法につ

いては、いただいた御意見のとおり

時間制を導入し、より利用しやすい

施設となるよう取り組んでまいり

ます。 

Ｂ 

４ 時間制の導入により、利用者の利便性

向上が期待できるため、賛成します。 

トレーニング室の利用方法につ

いては、いただいた御意見のとおり

時間制を導入し、より利用しやすい

施設となるよう取り組んでまいり

ます。 

Ｂ 

５ 新しい体育館も時間制を導入しても

らいたかったので、歓迎します。ぜひ、

利用者の使いやすい制度としてくださ

い。 

トレーニング室の利用方法につ

いては、いただいた御意見のとおり

時間制を導入し、より利用しやすい

施設となるよう取り組んでまいり

ます。 

Ｂ 

(２)その他 

№ 意見内容（要旨） 御意見に対する本市の考え方 対応区分 

６ 新しい体育館は、是非バリアフリーと

してください。 

より多くの方に快適にご利用い

ただけるよう、ユニバーサルデザイ

ンに配慮した計画としております。

Ｄ 



１ 意見の募集期間 

 平成２８年２月２２日（月）から平成２８年３月２５日（金）まで 

 ※郵送の場合は３月２５日消印有効です。 

 ※持参の場合は、土日祝日を除く、８時３０分から１７時１５分までにお持ちください。 

２ 資料の閲覧場所 

 各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、かわさき情報プラザ、市民・こども局市民生活部企画課 

 ※川崎市のホームページでもご覧いただけます。 

３ 意見の提出方法 

（１）郵送又は持参の場合 

 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町 11-2 川崎フロンティアビル９階 

  川崎市 市民・こども局市民生活部企画課 

（２）ＦＡＸの場合 ０４４－２００－３７０７ 

（３）電子メールの場合 

 川崎市ホームページのパブリックコメント専用ページから所定の方式により送信してください。 

※意見書の書式は自由ですが、意見書には、必ず「題名」、「氏名（法人又は団体の場合は、名称及び

代表者の氏名）」及び「連絡先（電話番号、メールアドレス又は住所）」を明記してください。 

４ 問い合わせ先 

 川崎市 市民・こども局市民生活部企画課  

 電話：０４４－２００－３７５８ ・ ＦＡＸ：０４４－２００－３７０７ 

≪留意事項≫ 

１ 御意見に対する個別回答はいたしませんが、市の考え方を整理した結果を市のホームページで公表

いたします。 

２ 記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。また、個人

情報は川崎市個人情報保護条例に基づき厳重に保護・管理されます。 

３ 御意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。 

４ 電話又は口頭での御意見の提出は御遠慮願います。

スポーツ・文化総合センター条例の一部改正（案） 

・・・トレーニング室利用方法に関する意見募集について・・・ 

川崎市では、スポーツや文化、レクリエーション活動の拠点機能の強化を図り、公園

と一体となった賑わいと活気を創出するため、富士見公園内に「スポーツ・文化総合セ

ンター」の建設を行っております。 

このたび、利用者サービスの向上を図るため、条例の一部改正を検討しています。 

つきましては、条例の一部改正の基本的な考え方について、市民の皆様の御意見を募

集します。

参考資料



○平成２８年２月２２日～３月２５日  パブリックコメント実施 

〇平成２８年６月           条例改正予定 

○平成２９年１０月１日              施設オープン 

１ 施設概要 

施設名称 川崎市スポーツ・文化総合センター 

所在地 川崎市川崎区富士見１丁目１番４号 

敷地面積 １３，２３０㎡ 

施設構成 

「体育館」ゾーン：大体育室、練習場、武道室、トレーニング室、弓道場等 

「ホール」ゾーン：ホール、リハーサル室、練習室、楽屋等 

「共用施設」ゾーン：会議室、プレイルーム、プラザ等 

その他 平成２９年１０月オープン予定 

２ 現状 

平成２６年３月に公布された「川崎市スポーツ・文化総合センター条例」において、トレーニング 

室の利用方法は、３時間ごとの入れ替え制となっています。 

３ 市民からの要望 

市長への手紙、とどろきアリーナ及びスポーツセンターへの意見で「トレーニング室を使う時間は 

人によってバラバラである。利用者の生活リズムにあわせて利用できるようにして欲しい」等の 

意見がありました。 

４ 他施設の状況 

上記の要望等を踏まえ、とどろきアリーナ及びスポーツセンターにおいて、パブリックコメントを 

実施し、平成２８年４月からトレーニング室の時間制（３時間）を導入することとなっています。 

５ 見直し内容 

市民がトレーニング室をより利用しやすくするため、スポーツ・文化総合センターにおいても、ト 

レーニング室に入室してから３時間利用できる時間制を導入します。 

６ 今後のスケジュール（予定） 

スポーツ・文化総合センターにおけるトレーニング室利用方法について 

9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時

現行

変更案 入室してから３時間まで（21時30分閉館）

午前

9時～12時（3時間）

午後１

12時10分～15時10分（3時間）

午後２

15時20分～18時20分（3時間）

夜間

18時30分～21時30分（3時間）


